
四日市市病院管理規程第３号 

 市立四日市病院事業会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。  

   平成３１年４月１日 

                  四日市市病院事業管理者 一 宮  惠 

   市立四日市病院事業会計規程の一部を改正する規程  

 市立四日市病院事業会計規程（平成１７年病院管理規程第１８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

○市立四日市病院事業会計規程  ○市立四日市病院事業会計規程  

平成１７年４月１日 平成１７年４月１日 

病院管理規程第１８号 病院管理規程第１８号 

改正 平成１９年９月２８日病院管理規

程第１３号 

改正 平成１９年９月２８日病院管理規

程第１３号 

平成２６年３月２８日病院管理規程第７

号 

平成２６年３月２８日病院管理規程第７

号 

平成２９年３月９日病院管理規程第２

号 

平成２９年３月９日病院管理規程第２ 

号 

平成２９年６月２９日病院管理規程第３

号 

平成２９年６月２９日病院管理規程第３

号 

平成３１年４月１日病院管理規程第３

号 

 

（納入通知書又は請求書の送付） （納入通知書の送付） 

第２４条 主管課長は、前２条の規定に

より収入を調定し、又は収入の調定を更

正したときは、直ちに納入義務者に対し

納入通知書又は請求書を送付するもの

とする。ただし、口頭によって納入の通

知をする場合は、この限りでない。 

第２４条 主管課長は、前２条の規定に

より収入を調定し、又は収入の調定を更

正したときは、直ちに納入義務者に対し

納入通知書を送付するものとする。ただ

し、口頭によって納入の通知をする場合

は、この限りでない。 

２ 前項の場合において、納期日の定め

のある収入に係る納入通知書又は請求

書については、当該納期日の１０日前ま

でに送付するものとする。 

２ 前項の場合において、納期日の定め

のある収入に係る納入通知書について

は、当該納期日の１０日前までに送付す

るものとする。 



 

   附 則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 


